
ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 脱炭素社会の実現に向け、バイオ炭の施用による土壌への炭素貯留を促進するた

め、知事は、第２条に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内において千葉県補

助金等交付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」という。）及びこの要

綱に基づき農業者及び団体に対し補助金を交付する。 
 
（事業の種類、事業実施主体、経費及び補助額） 
第２条 補助の対象とする事業の種類、事業実施主体、経費及びこれに対する補助額は別

表１－１に定めるとおりとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、事業を実施しようとする事業実施主体（法人その他の団体

にあっては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに   

準ずるもの、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該

団体の業務に係る契約を締結する権限を有するものをいう。以下同じ。））が次の各号の

いずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。 
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 
二 次のいずれかに該当する行為（ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の

履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は 

反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 
イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を

知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 
ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、

暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若し

くは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 
ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方 

（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、

当該契約を締結する行為 
三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 
（申請） 
第３条 規則第３条の規定により、補助金交付の申請をしようとするときは、知事が定め

る期日までにＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業補助金交付申請書（第１号様式）及



びその他知事が必要と定めるものを作成し、知事に提出しなければならない。 
２ 事業実施主体は、前項の申請書を提出するときは、当該補助金に係る消費税仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」

という。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなけれ

ばならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明

らかでない事業実施主体については、この限りでない。 
 
（交付の条件） 
第４条 規則第５条に規定する必要な条件は次のとおりとする。 
一 事業の内容を変更（別表２に規定する重要な変更）する場合においては、知事の承

認を受けること。 
二 事業を中止又は廃止しようとする場合においては、知事の承認を受けること。 
三 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合におい

ては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 
四 その他、知事が必要と認める事項 

 
（承認の手続） 
第５条 前条の規定により、知事の承認を受けようとするときは、ＣＯ２ゼロエミッショ

ン技術支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）により、知事に提出しな

ければならない。 
 
（状況報告） 
第６条 規則第１０条の規定により、事業の遂行状況を報告しようとするときは、知事が

指定する日現在の状況をＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業遂行状況報告書（第３号

様式）により、その日から１５日以内に報告しなければならない。 
 
（実績報告） 
第７条 規則第１２条の規定により実績報告しようとするときは、事業完了の日から３０

日以内、もしくは当該年度の３月１０日のいずれか早い日までに、ＣＯ２ゼロエミッ  

ション技術支援事業実績報告書（第４号様式）により、知事に提出しなければならない。 
２ 第３条第２項ただし書の規定により交付の申請をしたときは、前項の実績報告書を 

提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、



これを補助金額から減額して報告しなければならない。 
３ 第３条第２項ただし書の規定により交付の申請をしたときは、第１項の実績報告書を

提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入

控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した事業実施主体に  

ついては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額報告書  

（第７号様式）により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれ

を返還しなければならない。 
 
（交付の請求） 
第８条 規則第１５条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、ＣＯ２ゼロ

エミッション技術支援事業補助金交付請求書（第５号様式）により、知事に提出しなけ

ればならない。 
 
（概算払の請求） 
第９条 規則第１６条の規定により補助金の概算払いを受けようとするときは、ＣＯ２ゼ

ロエミッション技術支援事業補助金概算払請求書（第６号様式）により、知事に提出し

なければならない。 
 

（暴力団密接関係者） 

第１０条 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、その役員等が第２条第２項  

第２号又は第３号に該当するもの（補助を受けようとする事業を行う者が法人その他の

団体である場合にあっては、その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人

その他の団体）とする。 

 

（書類の経由） 

第１１条 規則又は要綱の規定により知事に提出する書類は、所轄の農業事務所の長を経

由して提出しなければならない。 

 
附 則 

この交付要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度から令和６年度の予算に係

る補助金まで適用する。 
附 則 

 この交付要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度からの予算に係る補助金に

適用する。 



附 則 
 この交付要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度からの予算に係る補助金に

適用する。 



別表１―１（第２条関係） 
事業実施主体 経費 補助額 

別表１－２に掲げる農業者であって、次の要件

を満たす者 
（１）「みどりの食料システム法※１」第２条第４

項第３号に基づく事業活動（バイオ炭施用）に

関し、同法に拠る知事の認定を受けた、又は事

業完了時までに認定を受けることが見込まれる

こと 
（２）バイオ炭施用面積が１ha以上であること 

 

バイオ炭の施用

に係る経費 
定額 
3,000円／10ａ以内 

 

※１環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関

する法律（令和４年法律第３７号） 
 

別表１－２ 農業者の要件 

別表１－１に掲げる農業者の要件は、次のいずれかとする。 

（１）持続農業法に基づく県導入指針で定める技術導入計画の認定を受けた農業者（「エコファ

ーマー」） 

（２）「ちばエコ農業」推進要綱に基づき栽培計画書の登録を受けている、又は事業完了時まで

に登録が見込まれる農業者、団体又は産地 

（３）日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号）第14条の登録認定機関により、

有機農産物の日本農林規格に適合した有機農産物の生産を行う者として認定された農業者

（以下、「有機ＪＡＳ認定者」という。）又は事業完了時までに「有機ＪＡＳ認定者」になる

ことが見込まれる農業者又は団体 

（４）「みどりの食料システム法」第２条第４項第１号に基づく事業活動に関し、同法に拠る知

事の認定を受けた、又は事業完了時までに認定を受けることが見込まれる農業者又は団体 

 
別表２ （第４条関係） 

重要な変更 

経費の変更 事業内容の変更 

事業実施主体にかかる事業費の 30％を超え

る範囲の増減 

事業実施地区の変更 



第１号様式（第３条関係） 

 

令和 年度ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業補助金交付申請書 

 

番 号 

令和 年  月  日 

 

千葉県知事 ○○○○ 様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名 

 

 

令和 年度において、下記のとおりＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業を実施したい

ので、千葉県補助金等交付規則第３条の規定により補助金      円の交付を申請 

します。 

記 

別紙のとおり 



（別紙） 

１ 事業の目的 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業実施計画及びその内容 

 「ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業実施要領 別記第１号様式」を添付する。 

 

３ 負担区分 

事業に要する 

経費（円） 

負担区分 

備考 県補助金 

（円） 

自己資金 

（円） 

    

※ 備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場合には「除税

額○○○円うち県費○○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が

明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入する。 

 

４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日）    

  令和 年  月  日 

 



５ 収支予算（収支精算） 

（１） 収入の部 

区 分 

本年度予算額 

（本年度精算額） 

（円） 

前年度予算額 

（本年度予算額） 

（円） 

比   較 

備考 増 

（円） 

減 

（円） 

県補助金 

 

 

     

計      

 

（２）支出の部 

区 分 

本年度予算額 

（本年度精算額） 

（円） 

前年度予算額 

（本年度予算額） 

（円） 

比   較 

備考 増 

（円） 

減 

（円） 

      

計      

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

令和 年度ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業変更（中止・廃止）承認申請書 

   

番 号 

令和 年  月  日 

 

千葉県知事 ○○○○ 様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名 

 

 

令和 年  月  日付け千葉県安農指令第   号で補助金交付決定のあった  

ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業の実施について、下記のとおり変更（中止・廃止）

したいので、千葉県補助金等交付規則第５条の規定により承認を申請します。 

記 

１ 変更（中止・変更）の理由 

 

 

２ 変更（中止・変更）の内容 

 

 

３ その他必要事項 

 

 

 

（注）第１号様式に準じ、変更事項ごとに、変更前をカッコ書きで上段に変更後を 

その下段の二段書きにして内容が対比できるように作成すること。 



第３号様式（第６条関係） 

 

令和 年度ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業遂行状況報告書 

 

番 号 

令和 年  月  日 

 

千葉県知事 ○○○○ 様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名 

 

 

令和 年  月  日付け千葉県安農指令第   号をもって交付決定のあった  

令和 年度ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業について、令和 年  月  日現在の

遂行状況を千葉県補助金等交付規則第１０条の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

計画事業費  

（円） 

（Ａ） 

出来高事業費 

（円） 

（Ｂ） 

進捗率 

（％） 

（Ｂ／Ａ） 

残高事業費 

（円） 

（Ａ－Ｂ） 

備考 

     

 



第４号様式（第７条関係） 

 

令和 年度ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業実績報告書 

 

番 号 

令和 年  月  日 

 

千葉県知事 ○○○○ 様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名 

 

 

 令和 年  月  日付け千葉県安農指令第   号で補助金交付決定のあったＣＯ２

ゼロエミッション技術支援事業について、下記のとおり実施したので、千葉県補助金等  

交付規則第１２条の規定により報告します。 

記 

別紙のとおり 

（以下、第１号様式に準ずる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 交付申請と実績報告で変更がある場合、双方を容易に比較対照できるよう変更 

部分を二段書きとし、交付申請時を括弧書きで上段に記載すること。 



第５号様式（第８条関係） 

 

令和 年度ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業補助金交付請求書 

 

番 号 

令和 年  月  日 

 

千葉県知事 ○○○○ 様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名 

 

 

令和 年  月  日付け千葉県安農達第   号で額の確定のあったＣＯ２       

ゼロエミッション技術支援事業補助金を、千葉県補助金等交付規則第１５条の規定により、  

下記のとおり請求します。 

記 

金             円 



第６号様式（第９条関係） 

 

令和 年度ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業補助金概算払請求書 

 

番 号 

令和 年  月  日 

 

千葉県知事 ○○○○ 様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名 

 

 

令和 年  月  日付け千葉県安農指令第   号で補助金交付決定のあった   

ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業補助金を、千葉県補助金等交付規則第１６条第２項

の規定により、下記のとおり概算払いされるよう請求します。 

記 

金             円 



第７号様式（第３条第２項関係） 

 

番 号 

令和 年  月  日 

 

千葉県知事 ○○○○ 様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名 

 

 

  年度仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

令和 年  月  日付け千葉県安農指令第  号で補助金交付決定のあった   

令和 年度ＣＯ２ゼロエミッション技術支援事業補助金交付要綱第３条２項の規定により、

下記の とおり報告します。 

記 

１ 年 月 日付け千葉県安農達第  号による額の確定通知額 

                     金          円 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

                    金          円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

                    金          円 

４ 補助金返還相当額（３－２）     金          円 

 

 

 

 

注 事業実施主体の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 


